
第 2号様式 (1)一①

(単体発注 。事後恭査型)

那覇港替巡組合一般競争入札会告第35号

地方自治法 (昭和22年法律第67号・)第234条第 甍項の規定に、kり 、 ^股競争入札 (以下「入卒L」 というと )

を次のとお り実施すると

上争不要5イ弔ま)号 27螂

1 入本とここ付する事項

郡到港管理牟離合管理者 土城

(1) 業 務 名 令和 5年度那覇港臨港道器渋滞状況調査業務姿孟

(2) 駿 行 場 所 】L覇 港 (芳i港 亮ゝ頭地区、涌えゝ昆ミ地丞)

(3) 業 務 内 容

本業務は、郎覇港 (新港ら、頭地区)の第 2ク ルーズバース供用 !こ 隣し、クルーズ船

関連車両:こ よる周辺通路へ、ァ″)影響が懸念さ孝l`る ことから、那覇港臨港適路等の交通宴

態拙搬を行 うものである。

(4) 履 行 期 間 契約縛紺 日の』 日から舎和6年 3月 15日 まで

(5) 設 計 金 額 Sj=01)300円 (玩込)

(6) 資 格 審 査 方 法 事後審査聖 ※本業務な、競争参加資格の審査を入札執行後に行 う6

(7) 最 低 制 限 価 格

本人本と案件は、最帥 1限価格が設定さを1,ているため、最低詩l:眼価格未満の人札蒼|ま

落札者となることができない。
※「最低制限価格の算定に関する運用について』
(https://■ aharDOrt,jp/businOss/60ntract/)

(3) 適 用 す る 技 術 者 革 価
令和5年 3月 設計

‐
業務

参託等技術者単価

※木業務の予定価格 tま左記に示す設計業務委託等技術者単,F

を適用 と/て釉算 ッヽてお り、人札参毒「者 :ミ 厠革価を適用とンで見

積 りを行い入札すること。

(9)

そ の 他 適 用 の あ る

法 令 、 おJ度 等

(※本案件は、右表のう

ち、○印を付 した岳1度等の

適用がある。 )

議会議淮

本業務は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分
に関する条例第 2条ブ)規定に基づき、議会の同意の議決を要す

るため、恣札決定後 tま仮契約を締結 t/、 議会の同意●,議決を経

て通無 とンたときここ本契約 となる。

準備手続き

(予算成立前)

本手続きは、次年度翌初 (補正)予算成立を繭をとした年度繭

始 (予算成立)前からの準備千続きであり、予算成立後ほ効カ

を生じる事業であるど従つて、議会において当初 (補よ)予算

案がアヽ決された場合は、契約を締結 しない。また、次年度当初

(補正)千算成立後においても、朝車丈出全に係る交付 lll諦等
の手続きの関係 柱i、 ′入本とを廷理

~|~る
場合がある。

準備手続き

(交付決定前)

本 卜`縦きとま、回庫支十1金 とこ係る予算使用を前提ととマフた事前準総

手続きであり、交付決定後に効力を生 じる事業である。従つ

て、交付申譜等の1,続きの関係 li、 入
=と

を延弾!す る場合があ

る。

拳捕手続き

(繰越承穂前)

本手続を:ミ 、議会における繰勉承認を前発 とと/た事前準備手続

きであり、議会承認後に助力を生 じる事業である。従つて、議

会において本業務に係 る千算の繰越承認が否決された場合は、

入オとを延期 )(|ま 学とすることがある9ま た、予算砂繰越承認後

において tぅ 、彊車支出全に係心繰越 (翌償)手続きの関係上、

′入札を廷鶏すみ易合がある。

償務負機行為業務
本業務は、債務良担行為ここ係る契約の特則の適策を受ける業務
。
である。
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2 入札参加資格

次に荘める要件をすべて満たとッている有資格業者であることり

(1) 種   区 土木司係 コンサルタン ト

那覇港管廷紳含の剤:最 `建設コンサルタント等業金録業
者名簿において、左記の登録を常するものし(2) 令和4・ 5年度入札参加資格⌒簿群録午

(3) 録  業 道 路

(1) 地方白治法施行令第167条の楽の規定に該当 t/ない者であることG

くる) 入本と田から半該委託の落札決
=割

までの間において、那覇港管理糸「合の指峯件「L措置を受r,て いないことc

(6)
会社更生法に基づき更生手続き門始の申立てがなさんている者又は民事再生法に基づき再生手続き蘭始の申立

てがなさオ1ッ ている者 〔手続き開始の決定後、入札参類資格の再認定を受けている者を除く。)ではないこと⇔

(7)
警察当局から、暴力爾異が実質的に経営を文配する建設業者又はこれに準ずるものととノて、】L薪港管理組合発

注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続 している者でないことc

(a)

Å札に参力弾しようとする者の間 t二以 ドの基準のいず章1,か :こ該当する関係がないことこゥ

なお、以下の関係がた″)る 場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、那覇港管理組合競争

契約入札心得第 3条第 2嘆の規定に抵殻するものではない^

ア 資本関係

次のいずねノかに該当する上者の場合G

(a)了 会社等 (会社法 (平成二7年法枠第36号)第 芝条第 3号の 2に規定するr会社等をいう。以下郵じ。 )

と1視会社等 (岡条第 4琴 の 2とこ規定する魂会社等をい うし以 下同じ。)の 澱係疑ある場合

(b)規会社等を制じくする子会社等同上の関係 :こ ある場合

イ 人的関係

次のいずオ1,か :こ該当する二者の場合っただし、 (a)に ついては、会社等 (会社法施行規則 (平成18年法務

省令第12号)第 2条第 3項第 2号ここ規定する会社等をいう。以下同じぃ)の一方が民事再生法 (平成11年

法律第225号つ第 2条第 4/′^に 規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社 (会社更生法 (平成14年

法律嘉151号)壽 E条第 7項に規定する更生会社をいう。〕である場合を除く。

(a)方の会社等の役員 (会社法施行規具1第 2粂第 3項第 3サに規定する役異のうち、次に捲げる者を
いう。以下問じ.ユ カミ＼他方の会社等の投員を現に熊みている場合

1)株式会社の取締殺。ただ tr、 次に掲ずる者を除く。

①会社法第2条嘉H号の2に規定する監査等委員会設置会社とこおとする監査等委員である取締役

Θ会社法第 2条第12号 に規定する指名委員会等設‖会社における取締役

③会社法第 2条第15号に規定する社外取締役              ・

①会社法弟348条第 1項
'こ

規定する芝萩に現段の定めがある場合により業務を執行 t/な いことと

されている取締役

2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社イア)執行代

3)会社法第575条第 1項に規定する持分会社 (合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社長

(用法第590条第 1碩に規定する荘款に別段の定めがある場合により業務を執打とンないこととさ漁′

ている社員を除く。)

4)組合の理事

5)控の他業務を夢W子づ
い
る者であつて、 1)か ら4)までに掲げる者に準ずる者

O))方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64粂第2項又は会社更生泳第67粂第 1項の規定に

より選任さ注た管財入 (以 下単に管財人という。)を現に兼ねている易含

(c)一方の会社等の管財入が、他方の会社等の管財人を現に辞ねている場合

, その他の入札の道正さが阻害されると認められる場合

組合 (共画と業体を含むし)と その構成員が同 への人札に参lll tィている場合その他上記ア叉|まイと同槻
しうる資本関係叉は人的関係がた〉ると認められる場合.

(9) 地 域 要 件
那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、南風輝 ll丁 、人童瀬町、与那原ltT、 官野湾
ドに、再原町´ヽコに本店があることG

(lr,)

業
務

実
績

対 象 期 間
農  令兼 2も弔4月 1日 左記の期間内に ド記の対象業務を請負い、履行中または

完成。引渡しが完 了した業務賞績を有すること.至  令和5午 11月 6日

対 象 委 託 (土木)道路

考備 道路の渋滞対策革たは交通量解析に引する業務
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(11)

配
置
予
定
技
術
者

/1駕 考

次に捲げる要件を満たす昔理技術者を当該業務に雪こ置することができることG

ア Ⅲ
^記

の資格のいずれノかを有することG

O技 術上 (建設部門 :「道路」,

② RCCM〔「道路部 F専 」)

イ 上記 (10)業務実績を1件以 上右することG

ク 管理技術持ことおいては、受注者と直接的な雇用関係にあること。

(11) 取 抜 il案 件

以 ドめ業務を琳札した若|ま 、本業務の藩札若となることはできない。
。該当無 と′

3 設計図書等の騒有、質問及び同容

4 資格確認申議書等の提出

設 計 図 き 等 の 肥 布

期 問 白 金和5年 生0月 27四 輪 ) 至 令下「5年 生二月6脚 (月 )

配  輪r 方  法 那覇港管理紳合本一ム‐く‐→〉にて西こ布する。 (IIt tps:/れ ahap∝ とこp/)

足 布 場 OF・
開 い 合 せ 先

郵覇市通堂町 2番 1号

那覇港管理組合 総務部

電話 098868=578

3巻

稔密謀 財密班

質 問 ・ 園 答 期 間 等

(1)人札・契約手
続 に関す ること

ガh朝 構通士町 露香 1号

郵覇港管理組合 総務部

電話 098-3632573

3階

総務課 財務班

FAX  098-868-2629

(2)と 記 (1)以 外

に 関 す る こ と

那軍市通上 lll丁 2香 I号  2贈
再L宇 港管理組合 命画藍設都 計画建設諜

瞑蔓言語  098-868-0386

提 出 鞘 間
為 令下B5年 10月 27日 (金)  ～  至 令和5年 H月 9日  (本 )

ti記井:門の土 ‖及び祝 ‖を除く毎 日、 9時から17時 攻で争

提 出 場 所 上記 (1)に 同 じど

提 出 方 法 竜送 (mx叉 はメール (chi_tottE20230■ E:laport.jp))叉 :ミ持参

題 答 方 法
ガト覇港管理組合ホームページ (ht“ぉ:/々単lhaport,jp/)及 び上記 (1)に

おいて、以下の駆間、D掘 覧に供する。

同 答 期 間
阿容 日かふ 令琴E5年 H月 15翔 (水)  まで

上記期間の土 口及び視 用を除く毎 癬、 9時から生7時まで。

査 格 確 認 中 講 書

本競争の参力澤希望者は、次の普数を井:限内に提出すること.

なお、報限導とでに提出がない場合、本競争に参売にすることができない。

提 出 書 類
①一般競争入́札参加資格確認申詰書 (第 3号様式)

③返fヨ対封イ有 (人札結熟通夫
"用

(34弱 努手買こ付))

提 出 期 間
自 令蒼「5年 10月 27日 (命 ) 至 令和5年 11月 6瞬 (月 )

上記期間の上 層及び机 日を除く侮 日、 9時かとJ16時まで。

提 出 場 所

那朝市通堂町 2香 1号  3砦
齊h朝港管理組合 総務部 総務諜 鱒務班

ロヨ言舌  093-363-2578

提  出 方  法 持参又 |ま郵送 (‐殿書翻もしくtま触易書留)

提 出 蔀 数 1吉h
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入  本と 報  国  等

入 札  方  法

本業務は、紙人札により実施するど
入礼普等は、あらかじめ指定する悧に配逮されるように (「配進 騨補

定騨便」】、 「 ‐般書雷」又は 「触場帯H」 のいず漁′かの方法により瑯

送すること。持参や苦通郵使等で提社|さ れた場合、無勤とする。

提 出 書 類
C)入本跡壽

0業務費ぬ訳暮
酉己 1菫 ‡旨 て 日

( 入́ |し  日 '
令和5年 H垣 15ヨ (本 )

宛 先

〒90併0035  那覇市通堂町 2香 1号

那覇港管甦組合 総務部 総務課 驚務班

電話香号 09争86争2578

人 札 書 に 記 載
す  る 金  額

落札決定にあたつては、人本と書に記載された金額に当該金額の100分の

10に相当する筆をカロ算 した金顎 (当 該金額に1出未満の端数があるとき

t三 、その端数金額を切 り捨てた金額〕を〔ぅつて落札価格とするので、人

本と者とよ、消費税及び地方消費税に係 る課税事業者であるか免税事業者で

あるかと群わず、見較モ)つ た契約希望金額の■0分の100に相当する金額

を入札書こと記載することら

入 本しに 関 す る
注 ;ま  !事  項

ア 入札書のくじ¢数宇 (任意分数学 3桁)は、別額 くじ軸選が発生し

た場合に使用するため、必ず記入すること。
イ 峰逹指定 日以外の 日ほ届いた入本と書及び業務内訳書は、受理 しな

と .ヽ、

ウ 入乳書の 日付は、開札 脚を記入すること.

業 務 費 内 訳 書
の   提   出

ア 第二園雲の人札ここ殊と/、 入札書に記載さ漁′る人札企額に対応とンた業務

費内訳書 (様式自,・l)を提嘴lす ること。
イ 業務費内訳書 :こ は、作成年月日、項日、員数、半任及び金額を9〕 み

かにし、商号叉は峯称並びに住斎を記戦すること.

ウ 業務費内訳幕に:ま 、代表者F評 を押騨すること◆
工 管理者 (こ れらの者の構助者を含むc)は、提出された業務費内訳

書について説夢〕を求めることがあるど

入 卒と の 無 勃
本公告すこ示 とノえ競争参薄H資格 r,)ない帝のとンた人札、資格確認噂講壽等に虚侍の記載をと/た

者の した入札及び入札 :こ 関する条件 tこ違反 した入本と難、無勃とする。

入 札 の 辞 退 等

資格確終申請普の提出後、都合により入れを辞退する場合 :ま ミ開札 癬時までに入札辞退屋

を提出すること。
また、落札淡定までの調に他の業務を碁札 t_′ たことtこ よりに置予定技術音を本業務に配置

することができなくなつたときは、直ちここ縁告すること。当該報告がなく、本人札の手続き

が落
=と

氏定まで■った場合、希名停 上措置姜領に基づく精ノィl伸 虚を行 うことがある。

の 他

ア 暮札侯補著がいない場合は頚札後直ち▼乙再度 入社を行 うので、再度入札にも参執する

場合ユま、魏札時点から立ち会 うことc初夏の開本と時 |こ 立ち会わない参加者は再度入

本とを辞退 したく)の とみなし、す司度入札への参力輝を認めないё

イ 代理人が入札する場合は、入札を行 多籐に委任状及び自己分I「鑑を持参すること。

ウ 姿任状 tこ は、業務名を記入すること。
工 暮度入札参加者又ユま斗度入札参加者の代理入I=、 当該入札こ対-0~る 他の再夏入本と参

力‖者の代理をすることはできない。
オ :lli度 入札は、 玉璽のみ とする.

5 入札手続 き等

6  開本と

開   本L   爾   時
|

令不「5年 11月 16瀾  (本)  10:00 ※入札普の 日付

嘉
`窃

込管理組合 2階大会議草

※入札者とま、開札に立ち会 うことができる (再入札 t二 参螂する場合ぼ、開札時点から

立ち会 うこと)ど

開   札   場

J
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7 資盤確認資料〈″)握薦と競争参加資格の審査

落 札 候 補 者 の 選 定
メ史び 事 後 審 査 の 実 施

開札後、洛札者の決定を鰈留 tr、 予定価格の範厩内で有効な最低の価格をもつて入札を

行つた者 (以 下「落札候補者ことい う。)ん ふヽl要 に競争参力瞬査櫓の審査を行 う。落札候補者

は、期限までに資格確認申請書等を提出しない場合、競争参加資テ寒がないものをする.

なお、落札侯補章 |ま上位から順とこ3帝 (上41の者 と同額の者が複数いる場合:ま この限 りで

はない。)を決定 t_′資格確認資料を求めるが、適格者が確認できた時点で、次 I買位以降の者
y)競争参激合格の審4は行わないものとする。

逓   知   日 令和5年 11月 16日 (木)17:00 まで (予定):こ斉1象業考あて通知すると

提 出 期 限 令和5年 ■月20調 〔月)15:00 まで

是 出 き 類

④ 蠅世〒チ定技術音の資格等 (様式 1)

② 業務実績 (様式2)

⑤ 資岳確認申.l々 書 (第 3歩様式,lア l資格確認の各項用に詑載l´ た必要書類

健  出 部  数 ユi竿

`

提 出 方 法 痺只J、 持参

提   出   先

〒,0併0035  ガh琥 市通輩町 2番 1サ

郵覇港管埋組合 総務部 総務課 財務班

電話者 号‐ 0933632573

競 争 参 加 資 格 の 確 認

競争参舟資務の確認は、開札後、申講書等の提農蒻段の 日をもつて行 うものとし、その結

果は以下分 癬までに普面により通舞する,

令和5年五月Eと ド (大)(予定)

なお、落札侯補者について競争参加資格が称認さま,適格若であることが確認できた場か

とよ、琳札者決定逓矢「をもつて資格確認結果の通知とこ代たるものとする。

落 札 者 の 決 定 方 法
事後審4の結果、落▲L銭補者が競争参力‖弯格を満たしていると確認した場合は、当該落札

侯補者を落札者とする.ま た、その結果tま 、企入札参加者に通矢「する.

純争参力ll登 格がないと認め

られた者が控イブ)選由に対 し

て 不 服 が あ る 場 合

競争参力H資格がないと認められた者は、管理帝に対 tン で加争参加資格がないと認められ′た

理れについて説明を求めることができるc

管理者は説り〕を求めふれたときは、書情を申し立て期限ザ)望 日から起算して 5郷 以内 (体

輝を除く)に説明を求めた者に対し、書面によりШ答する.

提  出  期  限
競争参方r資格確認結果の逓無を行つた日の翌日から返算とンて5日 以内

(体 謝を除く)と する。

提   出  先 那覇港管理組合 総務部 総務諜 財務班

提 出 方 法
書 r舗 (様式自由)を持参すること。郵送又 iま竜送 (メ ールやFAI)|こ よ

るものは受け付けない。

本 入́ 札  に 係

資 料  の  ll又  扱

る

ヤヽ

ア 査格確認中議書等の作成及び提出に係 る費用は、提出狩の負担 とする。

イ 契約担当者は、提詣された資格確認 申譜善等に■)い て、競争参加資苓の確認以外に

提出考に無断で使え とンないっ

ウ 提出さ才1,た資格確認申詰書等とな、返却 tン ないc

工 提盤期跛内に限 り、資格確認 申議書等の修正、差 し答え、進翔、再提出を認める。
オ 提出期限を過ぎた場合、資′T寒確認申請書等は受 :ナ 付けない。
力 資格確認申講等等の受理後、書頚 アヽ1容を審査 し、書類の記載鵜漁′や添付漏ぷ′等が

あつたf場合は競争参力口資幣無 t_´ とな り、落札者 となることはできない。
キ 資格確認申講帯等に虚偽の記載をした場合、指名停止捨世要領 tこ基づく指名停止

をぞ〒うこと力`ある。
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畠 入札保証金及び契約保証金

9 の

入  札  保  証  金

入札保誡企の金額等 |ま 、誂金又は管露新が確実 と認める有価証券等をもつて見積る契約金

額の上0(】 分のる以 とiを納イⅢI~る ものとする。ただ し、次のいずれ,かに該当する場合は、入札律

証金の納付を免除する。
ア 保険会社との問に組合を技保 1尖者 とする入

=と

保証保1食契角を締結 したをさ.

イ 田 (独立行政法人含な。】又は地力公共団体とその種坂及び規模をほIギ 同じくする契

約を締結 tメ た実績を有 ↓、これ らの うち逓去 2歯年の開に撥行期限の0と 来 t▽
フた二以 との

契約を全て誠実に履行 した者ё

なお、次の者球入itに関する条件に連反 と/た ものとして、その入札を無翔とする.

(1)鞘贖まで
'こ

入札保証企の率デ言付、若 と/く |ま納付に代わる上記ア、イのいずぷ′かに係る

書類の提出のない者

(2)入 春と保証金の金顎手が_と 訛の条件 :こ満たない場合

(3'入
=と

保証金等の細付等に係る書類に不備があつた場合

改た、 ^度提出さ葦R,た 入札保証全の納付等の変更 tま できない〔ぅのとする。

芽 人本し保証金を免除 した落礼者が契約を結ばない場合、損害華捜金として、人札金類に

消費税及び地方消費義を加えた顎の100分 の らを那覇港管理組合に納付 しなけれ |ぜ ならな

と` c

※イにより入札保謹金の負除を受ける場合ユ■、様式「地方公サイ団体等契約状況確認どを

提出することご

提 出 期 限 令み5年 11月 11報 砿)17:00 ま ご

提 出 先

〒900003う   洲
`薪

‖f通宝駒 2番 1号

那覇港管瑾類合 総務部 総務課 財務班

1屯言舌番号  098-368-2578

人 札 保 証 全

(現 金 納 付 )
提 出 方 法

ア 「入札保証金維付書発行依頼書」を持参すること

※要革前連絡

イ 細 合が発行する納′入通却讐にそkり 金融機関で保証金を

納付 し、慎収妻 (写)を上記期限まで工提出するこ
レ

代札保証保険証券・入

卜と保証書・地方公共圏
体等契約状況確認資料

提 劉 方 法
持参又燃瓢

`送

(山Ё逹が確認できる方法にて送付するこ

と)

保 険 期 関

保 証 担!閥
藤本とコからaか月と→

~る
。

有 価 証 券 等
受入日H寺 '受 入方法等の調整があるので、事前に上記桂当謀まで連絡

‐
0~る ことc

契 約 保 証 金 f,rL除 く郭寄港管熙組合契約規期弟 4条第 1項第 9泰こよる)

者

認

打技定

確
手
リ

置肥

の

碁札決定後、テクジス等 t二 より起置予定技η貯者の実績に関する違反の事実等が確認された

場合、契約を結ばないことがあるじ

なお、病気 E死 と 0退職等の場合でやむを待ないとして承認 された場合¢外 ,ま 、資搭確認

峙1詩書等の差替え送認めら承,ない。

病気等の特別な理 ,・ lに よりやむを得
-0・

西ユ置予定技術者を変更する場合は、 2に掲げる基準

を満たし、かつ当初の配対予定技術者と同等以上げ)若を配熾しな :す れ夕ばならないど

前   金   ユ、 契約金額の30%以 rl

支 払 条 件
苦Б     歩)     仏

適策あり

※罫覇港管理組合契約規疑第4上 条の規定騨数分範巫内

本業務 :こ係 る契約は、落札者の決定後、 7日 以内に締結する。ただし、管理者が持に撮ホ

したときはこの限 りではない。
契 絢 締 結 時 郵:

本業務の契約締結後、本業務の業務参託料を変更脇議する場合及び本業務と隣連する業務

を本業務受注者と随意契約する場合、変更協議又は関連する業務の予定価格の算定|ま 、本業

務の議長た率 (当 初契約額■当椀設計額)を変更業歩極格または蘭逆業務の設計額 tこ乗じた

額で行 う。

講 負 代 金 等 の 変 更

入 札 参 加 者 等
の 遵 守 事 項

入札参加者 :三 、ガト窃港管理祉合競争入▲と心得、士 i本設計業務等姿証契約書及び仕様書を熱

読 tソ
フ、これを選守すること。
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